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投　
資　
に　
対　
す　
る　
奨　
励　
措　
置　
（　
I  I  
）　

前　
稿　
で　
は　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
で　

事　
業　
を　
行　
な　
う　
企　
業　
全　
般　
に　
対　
し　
て　
認　

め　
ら　
れ　
て　
い　
る　
奨　
励　
措　
置　
に　
つ　
い　
て　
説　

明　
し　
ま　
し　
た　
。　
本　
稿　
で　
は　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　

シ　
ア　
国　
内　
の　
特　
定　
の　
地　
域　
、　
い　
わ　
ゆ　
る　

「　
保　
税　
地　
区　
（　

・　

）」
と
「
経
済
統
合
開
発
地
域

（　

・　

）　」　
に　
お　
い　

て　
認　
め　
ら　
れ　
て　
い　
る　
奨　
励　
措　
置　
に　
つ　
い　

て　
説　
明　
し　
ま　
す　
。　

Ｑ
１
　
保
税
地
区
（

・　

）　
と　
は　
、　
ど　
の　

よ　
う　
な　
地　
域　
で　
、　
ど　
の　
よ　
う　
な　

奨　
励　
措　
置　
が　
認　
め　
ら　
れ　
て　
い　
ま　

す　
か　
。　

Ａ　
１　
　　
保　
税　
地　
区　
（　
Ｋ　
Ｂ　
）　
と　
は　
、　

別　
の　
地　
域　
か　
ら　
搬　
入　
さ　
れ　
た　
物　

品　
や　
材　
料　
の　
梱　
包　
な　
ど　
、　
主　
に　

輸　
出　
を　
目　
的　
と　
し　
た　
物　
品　
や　
材　

料　
の　
加　
工　
を　
行　
な　
う　
場　
所　
と　
し　

て　
区　
切　
ら　
れ　
た　
地　
区　
の　
こ　
と　
で　

す　
。　

Ｋ　
Ｂ　
内　
に　
お　
け　
る　
事　
業　
許　
可　
を　
受　
け　

て　
い　
る　
事　
業　
者　
に　
は　
、　
施　
設　
や　
イ　
ン　
フ　

ラ　
を　
提　
供　
す　
る　
保　
税　
地　
区　
管　
理　
者　

・　

と　
、　
保　
税　
地　
区　
内　
操　
業　
者　

・　

の　
二　
者　
が　
い　
ま　
す　
。　

Ｐ　
Ｋ　
Ｂ　
の　
場　
合　
も　
Ｐ　
Ｄ　
Ｋ　
Ｂ　
の　
場　
合　

も　
、　
有　
限　
責　
任　
会　
社　
（　

・　

）　
か　
法　
人　
格　
を　
有　
す　

る　
協　
同　
組　
合　
の　
い　
ず　
れ　
か　
の　
形　
態　
を　
選　

択　
す　
る　
こ　
と　
が　
認　
め　
ら　
れ　
て　
い　
ま　
す　
。　

ま　
た　
、　
前　
者　
に　
つ　
い　
て　
は　
さ　
ら　
に　
、　
財　

団　
と　
い　
う　
形　
態　
の　
選　
択　
も　
可　
能　
で　
す　
。　

Ｐ　
Ｋ　
Ｂ　
お　
よ　
び　
Ｐ　
Ｄ　
Ｋ　
Ｂ　
は　
、　
Ｋ　
Ｂ　

内　
の　
物　
品　
お　
よ　
び　
材　
料　
に　
関　
し　
、　
輸　
入　

税　
、　
消　
費　
税　
、　
付　
加　
価　
値　
税　
、　
奢　
侈　
品　

販　
売　
税　
、　
並　
び　
に　
所　
得　
税　
法　
第　
2  2  
条　
に　

基　
づ　
く　
税　
の　
納　
付　
義　
務　
を　
負　
い　
ま　
す　
。　

一　
方　
、　
両　
者　
に　
対　
し　
て　
は　
、　
以　
下　
に　
挙　

げ　
る　
よ　
う　
な　
奨　
励　
措　
置　
も　
数　
多　
く　
設　
け　

ら　
れ　
て　
い　
ま　
す　
。　

１　
　　
物　
品　
お　
よ　
び　
材　
料　
の　
加　
工　
に　
必　
要　

な　
資　
本　
財　
、　
設　
備　
お　
よ　
び　
原　
材　
料　

の　
輸　
入　
に　
関　
し　
、　
課　
税　
を　
免　
除　

２　
　　
①　
完　
成　
品　
の　
場　
合　
に　
は　
、　
輸　
出　
さ　

れ　
る　
完　
成　
品　
の　
価　
額　
の　
最　
高　
5  0  
％　

に　
相　
当　
す　
る　
数　
量　
の　
製　
品　
に　
つ　
い　

て　
、　
②　
完　
成　
品　
以　
外　
の　
製　
品　
の　
場　

合　
に　
は　
、　
輸　
出　
さ　
れ　
る　
製　
品　
の　
価　

額　
の　
最　
高　
１　
０　
０　
％　
に　
相　
当　
す　
る　

数　
量　
の　
製　
品　
に　
つ　
い　
て　
、　
そ　
れ　
ぞ　

れ　
、　
通　
常　
の　
輸　
入　
手　
続　
（　
関　
税　
の　

納　
付　
を　
含　
む　
）　
に　
よ　
り　
、　
イ　
ン　
ド　

ネ　
シ　
ア　
関　
税　
領　
域　
内　
の　
ど　
の　
地　
域　

へ　
の　
移　
送　
も　
許　
可　
（　
具　
体　
的　
に　
は　
、　

Ｐ　
Ｋ　
Ｂ　
お　
よ　
び　
Ｐ　
Ｄ　
Ｋ　
Ｂ　
は　
、　
輸　

出　
の　
促　
進　
を　
目　
的　
と　
し　
て　
設　
け　
ら　

れ　
た　
Ｋ　
Ｂ　
と　
い　
う　
特　
別　
関　
税　
地　
域　

の　
中　
で　
事　
業　
を　
行　
っ　
て　
い　
な　
が　
ら　
、　

決　
め　
ら　
れ　
た　
上　
限　
額　
の　
範　
囲　
内　
で　
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■ インドネシア進出企業のビジネス法務実務（入門編）

あ　
れ　
ば　
、　
Ｋ　
Ｂ　
以　
外　
の　
イ　
ン　
ド　
ネ　

シ　
ア　
国　
内　
地　
域　
で　
製　
品　
を　
販　
売　
す　

る　
こ　
と　
が　
可　
能　
で　
す　
。　）　

３　
　　
余　
剰　
材　
料　
を　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
関　
税　

領　
域　
内　
で　
販　
売　
す　
る　
こ　
と　
を　
許　
可　

（　
た　
だ　
し　
、　
物　
品　
お　
よ　
び　
材　
料　
の　
加　

工　
過　
程　
で　
利　
用　
し　
た　
材　
料　
の　
総　
量　

の　
５　
％　
が　
上　
限　
と　
な　
り　
ま　
す　
。　）　

４　
　　
自　
社　
の　
製　
品　
に　
加　
工　
を　
加　
え　
さ　
せ　

る　
た　
め　
に　
Ｋ　
Ｂ　
外　
の　
請　
負　
業　
者　
に　

機　
材　
を　
貸　
与　
す　
る　
こ　
と　
を　
許　
可　

（　
た　
だ　
し　
、　
貸　
与　
期　
間　
は　
２　
年　
ま　
で　

に　
制　
限　
さ　
れ　
て　
い　
ま　
す　
。　
こ　
の　
よ　

う　
に　
期　
間　
に　
制　
限　
が　
あ　
る　
の　
は　
、　

輸　
出　
向　
け　
製　
品　
の　
製　
造　
を　
奨　
励　
す　

る　
た　
め　
に　
設　
け　
ら　
れ　
た　
Ｋ　
Ｂ　
と　
い　

う　
地　
区　
に　
関　
し　
て　
特　
別　
に　
認　
め　
ら　

れ　
た　
免　
税　
措　
置　
を　
一　
般　
に　
適　
用　
す　

る　
こ　
と　
は　
、　
そ　
の　
目　
的　
に　
沿　
わ　
な　

い　
か　
ら　
で　
す　
。　
例　
え　
ば　
、　
貸　
与　
さ　

れ　
る　
機　
械　
類　
は　
、　
前　
記　
１　
項　
記　
載　

の　
免　
税　
措　
置　
を　
受　
け　
て　
輸　
入　
さ　
れ　

て　
い　
る　
場　
合　
も　
あ　
る　
た　
め　
、　
下　
請　

業　
者　
に　
対　
す　
る　
機　
械　
類　
の　
貸　
与　
期　

間　
お　
よ　
び　
下　
請　
業　
者　
に　
よ　
る　
機　
械　

類　
の　
使　
用　
期　
間　
に　
制　
限　
が　
設　
け　
ら　

れ　
て　
い　
ま　
す　
。　）　

５　
　　
製　
品　
に　
加　
工　
を　
加　
え　
さ　
せ　
る　
た　
め　

に　
Ｋ　
Ｂ　
内　
か　
ら　
Ｋ　
Ｂ　
外　
の　
請　
負　
業　

者　
に　
引　
き　
渡　
す　
場　
合　
、　
ま　
た　
は　
逆　

に　
引　
渡　
し　
を　
受　
け　
る　
場　
合　
、　
そ　
し　

て　
、　
Ｋ　
Ｂ　
内　
の　
事　
業　
者　
間　
で　
引　
渡　

し　
を　
行　
う　
場　
合　
に　
も　
、　
関　
連　
す　
る　

付　
加　
価　
値　
税　
お　
よ　
び　
奢　
侈　
品　
販　
売　

税　
を　
免　
除　

Ｑ　
２　
　　
経　
済　
統　
合　
開　
発　
地　
域　

（　と　
は　
、　
ど　
の　
よ　
う　
な　
地　
域　
で　
、　

ど　
の　
よ　
う　
な　
奨　
励　
措　
置　
が　
認　
め　

ら　
れ　
て　
い　
ま　
す　
か　
。　

Ａ
２
　
大
統
領
決
定

お　
よ　
び　
同　
決　
定　

の　
規　
定　
に　
よ　
れ　
ば　
、　

経　
済　
統　
合　
開　
発　
地　
域　
（　
Ｋ　
Ａ　
Ｐ　

Ｅ　
Ｔ　
）　
と　
は　
、　
急　
成　
長　
の　
ポ　
テ　

ン　
シ　
ャ　
ル　
を　
有　
す　
る　
地　
域　
、　
周　

辺　
地　
域　
の　
経　
済　
成　
長　
を　
促　
進　
す　

る　
こ　
と　
が　
で　
き　
る　
先　
導　
的　
分　
野　

を　
有　
す　
る　
地　
域　
、　
周　
辺　
地　
域　
に　

対　
す　
る　
投　
資　
を　
要　
す　
る　
地　
域　
、　

ま　
た　
は　
、　
そ　
の　
開　
発　
に　
巨　
額　
の　

投　
資　
を　
要　
す　
る　
地　
域　
の　
い　
ず　
れ　

か　
に　
該　
当　
す　
る　
地　
域　
で　
、　
一　
定　

の　
境　
界　
線　
に　
よ　
り　
区　
切　
ら　
れ　
た　

地　
域　
を　
い　
い　
ま　
す　
。　

Ｋ　
Ａ　
Ｐ　
Ｅ　
Ｔ　
内　
に　
拠　
点　
を　
有　
し　
事　
業　

展　
開　
す　
る　
企　
業　
に　
対　
す　
る　
奨　
励　
措　
置　
と　

し　
て　
、　
税　
務　
上　
、　
関　
税　
上　
、　
行　
政　
手　
続　

上　
お　
よ　
び　
承　
認　
手　
続　
上　
に　
お　
け　
る　
優　
遇　

措　
置　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　

１　
　　
付　
加　
価　
値　
税　
お　
よ　
び　
奢　
侈　
品　
販　
売　

税　Ｋ　
Ａ　
Ｐ　
Ｅ　
Ｔ　
内　
に　
お　
け　
る　
課　
税　
に　
関　

す　
る　
政　
令　

に　
よ　
り　
、　
以　

下　
の　
場　
合　
に　
は　
、　
付　
加　
価　
値　
税　
お　
よ　
び　

奢　
侈　
品　
販　
売　
税　
が　
免　
除　
さ　
れ　
る　
こ　
と　
が　

あ　
り　
ま　
す　
。　

①　
　　
課　
税　
対　
象　
物　
品　
に　
加　
工　
を　
加　

え　
る　
こ　
と　
を　
目　
的　
と　
し　
て　
、　
関　
連　

す　
る　
Ｋ　
Ａ　
Ｐ　
Ｅ　
Ｔ　
に　
は　
含　
ま　
れ　
な　

い　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
関　
税　
領　
域　
内　
の　

領　
域　
（　
Ｄ　
Ｐ　
Ｉ　
Ｌ　
）　
か　
ら　
、　
あ　
る　

Ｐ　
Ｄ　
Ｋ　
Ｂ　
に　
当　
該　
物　
品　
を　
搬　
入　
す　

る　
場　
合　

②　
　　
物　
品　
に　
加　
工　
を　
加　
え　
る　
こ　
と　

を　
目　
的　
と　
し　
て　
、　
あ　
る　
Ｐ　
Ｄ　
Ｋ　
Ｂ　

が　
加　
工　
し　
た　
物　
品　
を　
別　
の　
Ｐ　
Ｄ　
Ｋ　

Ｂ　
に　
移　
送　
す　
る　
場　
合　

③　
　　
請　
負　
事　
業　
の　
対　
象　
と　
な　
る　
物　

品　
ま　
た　
は　
原　
材　
料　
を　
、　
あ　
る　
Ｐ　
Ｄ　

Ｋ　
Ｂ　
か　
ら　
別　
の　
Ｐ　
Ｄ　
Ｋ　
Ｂ　
ま　
た　
は　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
関　
税　
領　
域　
内　
の　
あ　

る　
企　
業　
に　
引　
渡　
す　
場　
合　

④　
　　
あ　
る　
Ｐ　
Ｄ　
Ｋ　
Ｂ　
ま　
た　
は　
イ　
ン　

ド　
ネ　
シ　
ア　
関　
税　
領　
域　
内　
の　
あ　
る　
課　

税　
対　
象　
企　
業　
が　
請　
負　
作　
業　
に　
よ　
り　

生　
産　
し　
た　
課　
税　
対　
象　
物　
品　
を　
、　
別　

の　
Ｐ　
Ｄ　
Ｋ　
Ｂ　
に　
引　
渡　
す　
場　
合　

⑤　
　　
あ　
る　
Ｐ　
Ｄ　
Ｋ　
Ｂ　
が　
、　
別　
の　
Ｐ　

Ｄ　
Ｋ　
Ｂ　
ま　
た　
は　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
関　

税　
領　
域　
内　
の　
あ　
る　
企　
業　
に　
対　
し　
、　

請　
負　
作　
業　
を　
行　
わ　
せ　
る　
た　
め　
に　
関　

連　
す　
る　
機　
械　
類　
や　
設　
備　
を　
貸　
与　
す　

る　
場　
合　
（　
た　
だ　
し　
、　
前　
記　
Ｑ　
１　
の　

回　
答　
４　
項　
に　
記　
載　
し　
た　
２　
年　
と　
い　

う　
貸　
与　
期　
間　
の　
制　
限　
が　
、　
こ　
ち　
ら　

で　
も　
適　
用　
さ　
れ　
ま　
す　
。　）　

２　
　　
所　
得　
税　

２　
０　
０　
０　
年　
政　
令　
第　
2  0  
号　
（　
２　
０　
０　

０　
年　
政　
令　
第　
１　
４　
７　
号　
に　
よ　
り　
改　
定　
）　

に　
基　
づ　
き　
、　
以　
下　
の　
よ　
う　
な　
所　
得　
税　
の　

減　
免　
措　
置　
が　
設　
け　
ら　
れ　
て　
い　
ま　
す　
。　

①　
　　
６　
年　
間　
、　
実　
現　
投　
資　
の　
3  0  
％　

相　
当　
額　
を　
上　
限　
と　
す　
る　
課　
税　
所　
得　

控　
除　
を　
行　
う　
こ　
と　
に　
よ　
り　
、　
投　
資　

税　
を　
減　
免　

②　
　　
有　
形　
資　
産　
お　
よ　
び　
無　
形　
資　
産　

に　
関　
す　
る　
減　
価　
償　
却　
法　
の　
選　
択　

③　
　　
過　
去　
の　
年　
度　
分　
の　
欠　
損　
金　
を　

繰　
越　
し　
、　
こ　
れ　
を　
所　
得　
か　
ら　
控　
除　

で　
き　
る　
期　
間　
に　
つ　
い　
て　
、　
欠　
損　
金　

の　
発　
生　
し　
た　
日　
か　
ら　
1  0  
年　
間　
に　
延　

長　④　
　　
所　
得　
税　
法　
第　
2  6  
条　
に　
2  0  
％　
と　

規　
定　
さ　
れ　
て　
い　
る　
配　
当　
金　
に　
対　
す　

る　
源　
泉　
徴　
収　
税　
率　
を　
1  0  
％　
に　
低　
減　

（　
た　
だ　
し　
、　
関　
連　
す　
る　
租　
税　
条　
約　
に　

さ　
ら　
に　
低　
い　
税　
率　
が　
定　
め　
ら　
れ　
て　

資産の種類 耐用年数（年）
減価償却計算方法

定額法（％）定率法（％）
建物以外の有形資産
又は無形資産
グループ１
グループ２
グループ３
グループ４

建物
恒久建物
非恒久建物

I.

II.

2 50 100
4 25 50
8 12.5 25
10 10 20

10 10
5 20
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い　
る　
場　
合　
は　
、　
そ　
の　
税　
率　
が　
適　
用　

さ　
れ　
ま　
す　
。　）　

さ
ら
に
、
財
務
大
臣
決
定

に　
よ　
り　
、　
Ｋ　
Ａ　

Ｐ　
Ｅ　
Ｔ　
内　
で　
事　
業　
を　
行　
う　
Ｐ　
Ｋ　
Ｂ　
は　
、　

所　
得　
税　
法　
第　
2  2  
条　
に　
お　
け　
る　
課　
税　
所　
得　

か　
ら　
、　
下　
記　
物　
品　
の　
輸　
入　
に　
関　
し　
て　
納　

付　
し　
た　
輸　
入　
税　
を　
全　
額　
控　
除　
で　
き　
る　
と　

い　
う　
減　
免　
措　
置　
を　
受　
け　
ら　
れ　
ま　
す　
。　

①　
　　
Ｋ　
Ｂ　
内　
に　
お　
け　
る　
建　
築　
ま　
た　

は　
建　
設　
（　
拡　
張　
工　
事　
を　
含　
む　
）　
に　

要　
す　
る　
資　
本　
財　
ま　
た　
は　
設　
備　
、　
並　

び　
に　
、　
Ｐ　
Ｋ　
Ｂ　
（　
Ｐ　
Ｄ　
Ｋ　
Ｂ　
を　
兼　

ね　
る　
Ｐ　
Ｋ　
Ｂ　
も　
含　
む　
）　
が　
専　
ら　
使　

用　
す　
る　
事　
務　
所　
の　
設　
備　
ま　
た　
は　
備　

品　②　
　　
Ｐ　
Ｄ　
Ｋ　
Ｂ　
が　
Ｋ　
Ｂ　
内　
で　
行　
う　

物　
品　
ま　
た　
は　
材　
料　
の　
加　
工　
に　
直　
接　

関　
係　
す　
る　
資　
本　
財　
ま　
た　
は　
設　
備　

③　
　　
Ｋ　
Ｂ　
内　
で　
加　
工　
さ　
れ　
る　
物　
品　

ま　
た　
は　
材　
料　

３　
　　
関　
税　
上　
の　
優　
遇　
措　
置　

Ｋ　
Ａ　
Ｐ　
Ｅ　
Ｔ　
内　
の　
Ｐ　
Ｋ　
Ｂ　
ま　
た　
は　
Ｐ　

Ｄ　
Ｋ　
Ｂ　
は　
、　
関　
税　
消　
費　
税　
総　
局　
長　
決　
定　

に　
よ　
り　
、　

下　
記　
物　
品　
の　
輸　
入　
に　
関　
し　
、　
輸　
入　
税　
の　

免　
除　
と　
い　
う　
関　
税　
上　
の　
優　
遇　
措　
置　
を　
受　

け　
ら　
れ　
ま　
す　
。　

①　
　　
Ｋ　
Ｂ　
内　
に　
お　
け　
る　
建　
築　
ま　
た　

は　
建　
設　
（　
拡　
張　
工　
事　
を　
含　
む　
）　
に　

要　
す　
る　
資　
本　
財　
ま　
た　
は　
設　
備　
、　
並　

び　
に　
、　
Ｐ　
Ｋ　
Ｂ　
（　
Ｐ　
Ｄ　
Ｋ　
Ｂ　
を　
兼　

ね　
る　
場　
合　
も　
含　
む　
）　
が　
専　
ら　
使　
用　

す　
る　
事　
務　
所　
の　
設　
備　
お　
よ　
び　
備　
品　

②　
　　
Ｐ　
Ｄ　
Ｋ　
Ｂ　
が　
Ｋ　
Ｂ　
内　
で　
行　
う　

物　
品　
ま　
た　
は　
材　
料　
の　
加　
工　
に　
直　
接　

関　
係　
す　
る　
資　
本　
財　
ま　
た　
は　
設　
備　

③　
　　
Ｋ　
Ｂ　
内　
で　
加　
工　
さ　
れ　
る　
物　
品　

ま　
た　
は　
材　
料　

Ｋ　
Ａ　
Ｐ　
Ｅ　
Ｔ　
内　（　
う　
ち　
Ｋ　
Ｂ　
を　
除　
く　
）　

に　
お　
け　
る　
産　
業　
の　
構　
築　
や　
発　
展　
、　
ま　
た　

は　
サ　
ー　
ビ　
ス　
の　
提　
供　
に　
関　
連　
す　
る　
事　
業　

を　
行　
っ　
て　
い　
る　
製　
造　
業　
者　
お　
よ　
び　
特　
定　

の　
サ　
ー　
ビ　
ス　
業　
者　
に　
は　
、　
以　
下　
の　
優　
遇　

措　
置　
が　
与　
え　
ら　
れ　
ま　
す　
。　

①　
　　
産　
業　
上　
の　
活　
動　
ま　
た　
は　
サ　
ー　

ビ　
ス　
の　
提　
供　
に　
直　
接　
関　
係　
す　
る　
機　

械　
類　
の　
輸　
入　
に　
関　
し　
、　
輸　
入　
税　
を　

最　
終　
税　
率　
が　
５　
％　
に　
な　
る　
よ　
う　
低　

減　②　
　　
前　
記　
①　
に　
関　
連　
し　
て　
、　
イ　
ン　

ド　
ネ　
シ　
ア　
関　
税　
率　
表　
（　
Ｂ　
Ｔ　
Ｂ　
Ｍ　

Ｉ　
）　
に　
お　
い　
て　
輸　
入　
税　
率　
が　
５　
％　

以　
下　
に　
定　
め　
ら　
れ　
て　
い　
る　
も　
の　
に　

つ　
い　
て　
は　
、　
Ｂ　
Ｔ　
Ｂ　
Ｍ　
Ｉ　
記　
載　
の　

税　
率　
を　
適　
用　

③　
　　
前　
記　
①　
に　
よ　
る　
輸　
入　
税　
低　
減　

措　
置　
は　
、　
当　
該　
措　
置　
に　
関　
す　
る　
決　

定　
が　
下　
さ　
れ　
た　
日　
か　
ら　
２　
年　
間　
適　

用　④　
　　
た　
だ　
し　
、　
前　
記　
①　
に　
よ　
る　
輸　

入　
税　
低　
減　
措　
置　
の　
対　
象　
と　
な　
る　
機　

械　
類　
の　
ス　
ペ　
ア　
パ　
ー　
ツ　
や　
コ　
ン　
ポ　

ー　
ネ　
ン　
ト　
は　
、　
当　
該　
措　
置　
の　
適　
用　

外　前　
記　
①　
、　
②　
お　
よ　
び　
③　
に　
よ　
る　
輸　
入　

税　
低　
減　
措　
置　
を　
既　
に　
受　
け　
て　
い　
る　
製　
造　

業　
者　
は　
、　
以　
下　
の　
優　
遇　
措　
置　
を　
受　
け　
ら　

れ　
ま　
す　
。　

①　
　　
産　
業　
の　
新　
興　
を　
目　
的　
と　
し　
た　

施　
策　
に　
よ　
り　
、　
各　
製　
造　
業　
者　
の　
設　

備　
能　
力　
に　
応　
じ　
て　
、　
生　
産　
用　
の　
物　

品　
お　
よ　
び　
原　
材　
料　
に　
対　
す　
る　
輸　
入　

税　
の　
減　
免　
措　
置　
が　
認　
め　
ら　
れ　
ま　
す　
。　

そ　
の　
期　
間　
は　
、　
対　
象　
と　
な　
る　
物　
品　

お　
よ　
び　
原　
材　
料　
に　
関　
す　
る　
輸　
入　
税　

減　
免　
措　
置　
の　
決　
定　
が　
下　
さ　
れ　
た　
日　

か　
ら　
４　
年　
間　
で　
、　
そ　
の　
間　
、　
最　
終　

関　
税　
率　
は　
５　
％　
と　
な　
り　
ま　
す　
。　

②　
　　
産　
業　
の　
発　
展　
促　
進　
を　
目　
的　
と　

し　
た　
施　
策　
に　
よ　
り　
、　
設　
備　
能　
力　
を　

3  0  
％　
以　
上　
拡　
大　
す　
る　
こ　
と　
を　
目　
標　

に　
掲　
げ　
て　
い　
る　
製　
造　
業　
者　
の　
場　
合　
、　

増　
産　
目　
的　
の　
物　
品　
お　
よ　
び　
原　
材　
料　

に　
対　
す　
る　
輸　
入　
税　
の　
減　
免　
措　
置　
が　

認　
め　
ら　
れ　
ま　
す　
。　
そ　
の　
期　
間　
は　
、　

対　
象　
と　
な　
る　
物　
品　
お　
よ　
び　
原　
材　
料　

に　
関　
す　
る　
輸　
入　
税　
減　
免　
措　
置　
の　
決　

定　
が　
下　
さ　
れ　
た　
日　
か　
ら　
４　
年　
間　
で　
、　

そ　
の　
間　
、　
最　
終　
関　
税　
率　
は　
５　
％　
と　

な　
り　
ま　
す　
。　

③　
　　
前　
記　
①　
お　
よ　
び　
②　
に　
関　
連　
し　

て　
、　
Ｂ　
Ｔ　
Ｂ　
Ｍ　
Ｉ　
に　
お　
い　
て　
輸　
入　

税　
率　
が　
５　
％　
以　
下　
に　
定　
め　
ら　
れ　
て　

い　
る　
も　
の　
に　
つ　
い　
て　
は　
、　
Ｂ　
Ｔ　
Ｂ　

Ｍ　
Ｉ　
記　
載　
の　
税　
率　
が　
適　
用　
さ　
れ　
ま　

す　
。　

注　
意　
す　
べ　
き　
点　
と　
し　
て　
、　
サ　
ー　
ビ　
ス　

の　
提　
供　
を　
主　
た　
る　
事　
業　
と　
し　
て　
い　
る　
企　

業　
に　
は　
、　
前　
記　
①　
、　
②　
お　
よ　
び　
③　
の　
優　

遇　
措　
置　
は　
適　
用　
さ　
れ　
ま　
せ　
ん　
。　

本　
稿　
は　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
に　
お　
け　
る　
投　
資　
に　
関　
わ　

る　
法　
的　
事　
項　
に　
つ　
い　
て　
、　
一　
般　
的　
な　
情　
報　
の　
提　
供　

を　
目　
的　
と　
し　
て　
い　
ま　
す　
。　
具　
体　
的　
な　
事　
案　
、　
法　
的　

助　
言　
等　
に　
つ　
き　
ま　
し　
て　
は　
、　
適　
格　
な　
専　
門　
家　
に　
ご　

相　
談　
下　
さ　
い　
。　

ラ
ン
プ
ン
国
立
大
学
講
師
。
黒
田
法
律
事

務
所
リ
ー
ガ
ル
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
。
ボ
ゴ
ル

農
業
大
学
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
情
報
卒
業
。

ラ
ン
プ
ン
国
立
大
学
法
学
部
、
関
東
学
園

大
学

Ｌ
Ｌ
Ｍ
卒
業
。
横
浜
国
立
大
学
国

際
経
済
法
研
究
科
後
期
博
士
課
程
履
修
中
。

専
門
は
国
際
取
引
法
。

ユ
リ
ア
・
ク
ス
マ
・
ワ
ル
ダ
ニ

黒
田
法
律
事
務
所
代
表
パ
ー
ト
ナ
ー
。
早

稲
田
大
学
一
年
中
退
。
司
法
試
験
合
格
。

そ
の
後
、
国
内
の
法
律
事
務
所
勤
務
を
経

て
、
北
京
語
学
学
院
、
デ
ュ
ー
ク
大
学
ロ

ー
ス
ク
ー
ル
、
復
旦
大
学
法
学
部
高
級
進

修
生
課
程
を
終
了
。
専
門
は
国
際
金
融
、

独
禁
法
、
知
的
財
産
法
な
ど
。

黒
田
健
二
（　
く　
ろ　
だ　
・　
け　
ん　
じ　
）　


